
花巻市鉛温泉スキー場フェイスブック運用方針 

 

（趣旨） 

第１ 花巻市では、市が運営する鉛温泉スキー場に関する情報等の発信のため、フェイスブックアカ

ウントを開設します。 

当ページについては、利用者に誤解や混乱が生じないよう、下記の方針に従って運用することとし

ます。 

 

（アカウント情報） 

第２ 運用するアカウントは、次のとおりとします。 

アカウント名：NamariSki 

アクセス URL：https://www.facebook.com/NamarionsenSki 

 

（運用管理者等） 

第３ 運用管理者、投稿者、運用に関する問い合わせ先は、次のとおりとします。 

運用管理者：花巻市生涯学習部スポーツ振興課長 

投稿者：花巻市生涯学習部スポーツ振興課担当職員及び運用管理者が定める部署の職員 

問い合わせ先：花巻市生涯学習部スポーツ振興課 電話 0198-24-2111 

 

（情報発信の目的） 

第４ ソーシャルメディアの利点である即時性や拡散性等を活かし、ゲレンデ情報等を発信すること

を目的とします。 

 

（発信する情報の内容） 

第５ 発信する情報の内容は、次のものとします。 

（１）鉛温泉スキー場オープン期間のゲレンデ、営業時間、リフト料金等に関する情報 

（２）鉛温泉スキー場で開催するイベント等に関する情報 

（３）その他、市が必要と認めた情報 

２ 掲載後、予告なしに内容を変更または廃止する場合がありますのであらかじめご了承ください。 

 

（対応時間等） 

第６ 投稿は、原則として、鉛温泉スキー場オープン期間の執務時間内において不定期に行うものと

します。ただし、必要に応じてこれ以外の時間に投稿を行う場合があります。 

 

（コメント等投稿） 

第７ 当ページへのコメント等を行うにあたり、下記の事項に該当する内容の投稿を禁止します。禁

止行為を行った、又は行う恐れがあると運用管理者が判断した場合は、予告なく投稿の全部又は一

部を削除し、利用制限等を行う場合があります。 

（１）法律、法令等に違反する内容、又は違反するおそれがある内容 

（２）特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの 

（３）政治、宗教活動を目的とするもの 

（４）著作権、商標権、肖像権など市又は第三者の知的所有権を侵害するもの 



（５）広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの 

（６）人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させるもの 

（７）公の秩序又は善良の風俗に反する内容 

（８）虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの 

（９）本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏えいする等プライバシーを害するもの 

（10）有害なプログラム等 

（11）わいせつな表現などを含む不適切なもの 

（12）その他運用管理者が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むホームページへのリンク 

 

（コメント等に対する返信） 

第８ 市が投稿した内容に対するコメント等については、原則として個人に返信いたしません。返信

が必要な質問や意見については、市ホームページ上のメール送信フォームをご利用ください。 

投稿内容の錯誤や誤字脱字等にかかる指摘に対しては状況に応じて適切に対応するものとします。 

 

（知的財産権） 

第９ 当ページに掲載している情報（文章、画像等）に関する知的財産権（著作権等全ての権利）は

花巻市に帰属します。 

当ページの内容について「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた行為を除

き、無断で転載等を行うことはできません。 

ただし、以下については、この限りではありません。 

（１）フェイスブックページ上での「シェア」 

（２）インターフェースが連携している他メディアへの情報の同期等 

 

（個人情報の取り扱いについて） 

第１０ 当ページの運用により取得した個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」に基

づき適切に取り扱うこととします。 

 

（免責事項） 

第１１ 花巻市が運用するソーシャルメディアの免責事項については、次のとおりとします。 

（１）掲載する情報については細心の注意を払うこととしますが、事業の中止や変更など、やむを得

ない理由により事実と異なる結果となることがあるため、投稿の正確性、完全性、有用性を保証す

るものではありません。 

（２）当ページの利用にあたって発生した直接的、間接的な損失やトラブル等について、花巻市は一

切責任を負わないものとします。 

（３）当ページの運用方針及び内容は、適宜見直すものとします。 

（４）ソーシャルメディアの利用方法など技術的なご質問等について、花巻市は一切お答えすること

ができません。 

 

（成りすまし等の対応） 

第１２ 花巻市の成りすましを発見した場合は、運用管理者へ連絡するとともに、花巻市ホームペー

ジなどにおいて、成りすましアカウントが存在する旨を告知し、注意喚起を行います。 

 



（適用） 

第１３ この運用方針は、令和６年３月２５日から適用します。 

 

（その他） 

第１４ この運用方針に定めるもののほか、必要な事項については、運用管理者が別に定めることと

します。 

 


